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①委託基準遵守状況の公開
法律上、保険者が委託できる
機関の基準（手引き5-1参照）が定
められており、基準を遵守して
機関のみ受託可能ということに
なっている。

保険者が委託できる機関（＝基
準を遵守している機関）である
ことを、契約前に保険者が確認
できるよう、「運営についての重
要事項に関する規程」を定め
（手引き5-5参照） 、その概要を
ホームページ（自前のホーム
ページでも、他の機関・団体等
のWebサイトへの掲載でも可）
等で公表することが定められて
いる。

情報提供・公開の項目として、
「運営についての重要事項に関
する規程の概要」の標準様式
が国から示されているので、こ
れに沿って情報を公開。

(標準様式：健診
機関の場合)


